
ベースアップ評価料届出後の流れ

令和６年６月から令和７年２月までにベースアップ評価料の届出を行った場合※

ベースアップ評価料を算定できる期間届出

令和７年度分
賃金改善
計画書

令和６年度分
賃金改善実績
報告書

４月 ６月 ８月

STEP１ 令和７年３～４月に 令和６年度分（賃金改善開始～令和７年３月まで）の

「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」を確認します

STEP２ 令和７年６月30日までに 令和７年度分の賃金改善計画書

STEP３ 令和７年８月31日までに 令和６年度分の賃金改善実績報告書 を提出してください。

令和７年

令和７年３月以降にベースアップ評価料の届出を行った場合

令和７年度内に追加で提出する書類はありません。

（注意）
ベースアップ評価料（Ⅱ）と入院ベースアップ評価料を届出している場合には、上記とは別に３か月ごとに区分変更の確認が必要です

令和６年度分
評価料収入と
賃金増加分の

確認

ベースアップ評価料は令和７年４月以降も引き続き算定することができます
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※令和７年３月１～３日に届出を行い、
令和７年３月から算定を開始して
いる場合も含みます
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